
ソーシャルワークによる

精神障害者の就労支援に関する一考察

御 前 由 美 子＊

Job Enhancement of People with Mental Disability by Social Work

Yumiko Misaki

要旨：障害者の自立は経済的自立であるという理由から、これまで障害者の一般就労
を目的とした制度整備が行われてきた。しかし、精神障害者にとって就労は、経済的
自立のみが目的ではなく、地域住民としての生活を実感するためのものでもある。本
稿の目的は、ジェネラル・ソーシャルワークによる精神障害者の就労支援の必要性を
述べるものであり、その構成は以下のとおりである。
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Abstract : It is said that the independence of people with disability translates to economic

independence, and hence, institutions that aim to employ them have been established. How-

ever, a job is important not only because it leads to financial independence but also because

a job makes it possible for a person with mental disability to play his role as a resident in

the community. The purpose of this paper is to propose the necessity of enhancing the jobs

of persons with mental disabilities by general social work.
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� はじめに

戦前・戦後の社会福祉における自立概念は主

に経済的自立に焦点が当てられてきた。このた

め一般就労注1）を目的とした支援が行われ、こ

れは障害者においても例外ではなかった。

2005年には障害者自立支援法が制定され、

働く意欲と能力のある障害者の一般就労を支援

する仕組みづくりとしての制度や政策の整備が

一層加速することとなった。このような中、精

神障害者領域においても就労支援は一般就労に

焦点化されてきており、精神障害者の就労問題

は緊急の課題となっている。

しかし、制度や政策を整備すれば、一般就労

に移行できるというわけではない。精神障害者

は、疾病と障害の併存があるうえに保護的な環

境の下に置かれてきたという経緯から、自信を

なくし、就労意欲も低下している場合が多い。

しかし、意欲を高める支援としては、利用者間

での意見交換など1）の他にはほとんど行われて

おらず、もっぱら一般就労に向けた相談や企業

開拓などのソーシャルワークの一側面をとらえ

た場当たり的な対応が行われているのが現状で

ある。

現代の社会福祉における自立概念は、経済的

自立から自立（律）に変化してきている。社会

福祉の究極目標は利用者の自己実現にあり、そ

のためには、生活を支援する必要があるという

ことを忘れてはならない。現在行われている就

労支援は、就労すること自体が目的となってい

るが、就労を通じた生活支援が目的であるとい

うことを再確認する必要がある。

本小論は

漓精神障害者の就労における経済的自立への

焦点化

滷精神障害者の就労に対する保護的・消極的

なとらえ方

を問題としている。そして、精神障害者にとっ

ての就労の意味を整理するとともに社会福祉の

目標である利用者の自己実現を目指した実践活

動であるジェネラル・ソーシャルワークによる

就労支援の必要性を述べることを目的とする。

また、そのために理論と実践をつなぐエコシス

テム構想による支援ツールを用いた就労支援に

も言及している。

� 雇用と自立

1．働く意味と自立

職業の概念としては、漓衣食の資をうるため

の継続的な人間活動であること（生計の維

持）、滷社会的に期待される「職分」の遂行で

あること（役割の実現）、澆個人の「天職」を

自覚して行う寄与の生活であること（個性の発

揮）の 3側面をもつという尾高の規定が標準的

であるとされている2）。しかし、八木はマスロ

ー（Maslow, A. H.）の欲求の階層の理論に職

業活動の場面を適用し、漓生計維持滷役割遂行

澆地位向上潺自己実現という職業的欲求の階層

を見いだしている3）。

平成 13年度以降の「国民生活に関する世論

調査」において、職業の最も大きな目的は、収

入を得ることに変わりはないが、平成 20年の

「国民生活に関する世論調査」4）によれば、働く

目的は、「お金を得るため」（50％）、「生きが

い」（22％）、「社会の一員として務めを果た

す」（14％）、「才能や能力の発揮」（10％）、と

なっており、収入以外を目的とする割合も少な

いとはいえない。

しかし、日本国憲法（1946年）では「すべ

ての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」

と定め、勤労の権利とは、「働くこと」によっ

て豊かな生涯計画や人生設計の手がかりをつか

むことができるという展望をもてることであ

り、義務とは、「働くこと」によって社会構成

員の一員として社会の発展に関わるということ

とされた5）。さらに、「世界人権宣言」（1948

年）では、「すべて人は労働し、職業を自由に

選択し、公正かつ有利な労働条件を得、および

失業に対する保護を受ける権利を有する」と

し、労働する権利が強調されることとなった。
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つまり、当時の「働かざる者食うべからず」と

いう価値観から、一定の年齢になれば働くのが

あたりまえであり6）、さらに、社会構成員の一

員として認められことが重要であった。日本国

憲法や世界人権宣言において働く意味は、生計

の維持、そして、それによって役割の実現をす

ることであり、経済的に自立し、一人前の人間

として認められることこそが自立であるとされ

ていた。

2．ノーマライゼーションと障害者の雇用

経済的自立を自立とする当時の価値観は、障

害者においても例外ではなく、「身体障害者福

祉法」（1949年）では、「すべての身体障害者

は自ら進んでその障害を克服し、すみやかに社

会活動に参与できるように努めなければならな

い」としている。本法の目的も、戦傷者の職業

的更生・経済的自立にあったため、働ける可能

性の低い重度の障害者は対象から除外されてい

た7）。

また、1960 年には「身体障害者雇用促進

法」が制定され、1987年に「障害者の雇用の

促進等に関する法律」へと名称が変更されると

ともに、対象は全障害者に拡大され、知的障害

者の雇用率への算定や職業リハビリテーション

推進の法的な位置づけ、特例子会社制度の創設

が行われた8）。

一方、1950年代から 60年代に北欧で提唱さ

れたノーマライゼーションの思想は、障害者の

自立に対する施策にも大きく影響を与えた。

バンク‐ミケルセン（Bank-Mikkelsen , N .

E.）は、「ノーマリゼーションとは、全ての人

が当然もっている通常の生活を送る権利をでき

る限り保障する、という目標を一言で表したも

の」9）であり、障害者の生活条件をノーマルに

するものであると述べている。また、障害者を

含めたすべての人びとの基本的な権利として、

住む所、職場など活動する所、余暇時間を過ご

し休息する所をあげ10）、就労に関しては、障害

者も同じように職に就くことが当然であり、仕

事は社会に受け入れられるための手段であると

も述べている11）。また、ニィリエ（Nirje, B.）

は、ノーマルな生活を得るための必要条件と

は、ノーマルな経済水準が与えられることであ

るとしている12）。

日本でもこの影響を受けて、障害を持ちなが

らも障害を持たない人と同じ生活ができるよう

な環境づくりこそがノーマライゼーションであ

るという考え方が普及した。そして、障害者が

障害のない人と同じような就労をするというこ

とは、すなわち一般就労であるとし、制度・政

策における障害者雇用のための環境整備が進め

られてきた。

3．障害者の就労政策

障害者の就労に関しては、授産施設注2）にお

ける長期滞留者が多いことや安住の施設になっ

ていること13）、また、施設や作業所で就労をし

ている障害者の工賃（賃金）が福祉工場注3）を

除いては、経済的自立をするにはほど遠い低い

金額であることが問題となっていた。

この現状を変えるために、2002年には「障

害者の雇用の促進等に関する法律」が改正さ

れ、障害者の職場拡大を図るために障害者雇用

率算定方式の見直し、障害者就業・生活支援セ

ンター事業、職場適応援助者（ジョブコーチ）

事業が実施されることとなった。

また、2005年には、障害者がもっと「働け

る社会」にすることをねらいの一つとして、障

害者自立支援法が制定された。本法では、障害

者が自立した日常生活をおくるための就労が障

害者の自己実現であると強調し、訓練中心の自

立支援システムの強化法と位置づけている。そ

して、「一般就労へ移行することを目的とした

事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障

害者が企業等で働けるよう、福祉側から支

援」14）するとして、障害者の雇用の促進に関す

る法律に基づき、障害者雇用率制度を柱とした

施策が実施されている15）。

障害者雇用率制度以外には、2002年度に導
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入されたジョブコーチ支援事業に対して職場適

応援助者助成金が創設され、社会適応訓練終了

後に引き続き雇用、あるいは、ハローワークの

紹介で雇用した事業主には配置助成金が支払わ

れている。

ハローワークでは職業相談や職業紹介が行わ

れ、トライアル雇用、職場適応援助者、職業訓

練の実施などによるハローワークの年間就職件

数を平成 20年度には 60万人にするという数値

目標が掲げられた。

障害者職業センターでは職業リハビリテーシ

ョンが実施され、一般就労に向けた訓練やどの

ような条件であれば働くことができるかとい

う、個人条件・職場条件に関する研究、職場開

拓などが行われている。また、就業面と生活面

の一体的な支援を行う必要性から障害者・生活

支援センター等が設置されている16）。

また、2008年からは、事業者が特例子会社

等に対する発注額を前年度より増加させた場合

に、取得した固定資産について割増償却を認め

る措置や、段階的に就業時間を延長しながら常

用雇用を目指す、精神障害者ステップアップ雇

用奨励金制度が創設されている17）。

このように、制度や政策の整備が行われるこ

とによって、一般就労をする障害者は徐々に増

加しており18）、このことに対しては評価できる

であろう。

しかしその一方で、「ノーマライゼーション

の立場から」「福祉側から支援」という言葉が

用いられることによって、障害者が障害のない

人と同じように一般就労をすることこそがノー

マライゼーションであるかのように強調され、

その促進に焦点化されていることには疑問を感

じる。

ノーマライゼーションは、本来、障害者がノ

ーマルな生活を送る機会、様式、生活環境を重

視したものである。障害者をノーマルな人にし

ようとするものではなく、一般就労のみに焦点

を当てたものでもない19）。

障害をもちながらも一般就労をすることや、

それを目標にして努力をすることは素晴らしい

ことであり、否定する人はいないであろう。し

かし、環境を整備し利用者自身がどんなに努力

をしても、一般就労をすることには困難を伴う

障害者があることも決して忘れてはならない。

� 精神障害者の就労と社会福祉

1．精神障害者と就労

精神障害者は、「障害者基本法」（1993年）

において障害者として認められるまでは、精神

科医療体制の中での患者でしかなかった。社会

防衛・治安維持を目的とした収容政策により閉

鎖的な入院が長期化し、退院しても家族や地域

での受け入れが困難な状況があった。そのた

め、退院して地域生活を送るためには復職や就

職などによる経済的自立が必要であり、一般就

労ができなければ退院を認めないという実践家

もいたとされる20）。当時は、退院＝社会復帰＝

経済自立＝一般就労という図式ができていたの

である21）。

しかし、精神障害者は疾病と障害の併存があ

るために、一般就労には困難が伴うことが多

い。服薬等によりたとえ症状が落ち着いていた

としても、再発を繰り返す可能性があり、病状

の安定が何よりも優先された。ストレスによる

再発を恐れ、再発をするよりはとにかく無理を

したくないと考える利用者も多く、何事にも消

極的になりがちであった。また、家族も過去の

病状から思えば、安定している現在の状態が続

くだけで十分だという思いがあり、少しでも危

険なことはさせたくないと考えることも多

い22）。さらに、治療者や支援者も危ない橋は渡

らせないという予防的な対処法をとり、安全な

道を無理なくゆっくり進ませることを主導して

きた。このため、本人が就労を希望してもまだ

早いと止め、就労することを積極的には勧めな

いこともあった23）。

また、逆に社会の空気が彼らを焦らせ、とに

かく一般就労をすることもある。しかし、精神

障害者に対する社会的無理解や偏見などを恐
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れ、病気を明かさず働く24）ことで、配慮が受け

られずに長続きをしない場合も多い25）。

このような一般就労に困難を伴う「精神障害

者の自立と社会経済活動への参加の促進のため

に必要な援助を行うこと」を目的とし、1995

年に精神保健福祉法が制定された。そして、一

般就労を目指す通過施設としての精神障害者授

産施設や精神障害者社会適応訓練事業を位置づ

けた26）。精神障害者授産施設の目的は「雇用さ

れることが困難な精神障害者が（中略）及び職

業を与えることにより、その者の社会復帰の促

進を図ること」27）であり、また、精神障害に特

化した唯一の就労支援制度である精神障害者社

会適応訓練事業は、「通常の事業所に雇用され

ることが困難な精神障害者を、精神障害者の社

会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委

託して職業を与えるとともに、社会生活への適

応のために必要な訓練を行う」28）こととされ

た。

このように、精神障害者の就労は「職業を与

える」ものであり、保護的・消極的なとらえ方

をされてきた。しかし、これは精神障害者を能

力のない病者とみなしているにすぎず、保護的

な対処をすることは、「自発的な、自立的な動

きが少なくなり、与えられたものを頼りにして

いくことしか生きる道がなくなってしまう」と

谷中は述べている29）。また、職員と利用者が上

司と部下の関係になりがちであり、これが自己

決定の阻害要因にもなっているという批判もあ

る30）。

2．精神障害者にとっての就労の意味

精神障害者の一般就労と福祉的就労の関係に

ついて、支援者たちによって議論されることが

ある。一般就労と福祉的就労は、社会的評価に

おける上下関係にあるのではなく、同等の価値

をもつ選択肢であるとする意見31）、あるいは、

連続した軸上にある32）とする意見がある。その

一方で、一般就労は福祉的就労の延長ではな

く33）、福祉的就労の対局にある34）とするものも

ある。しかし、このような議論は、第三者から

みた就労の形態でしかなく、利用者を中心にし

た議論とはいえない。利用者自身が就労に対し

てどのような思いをもっているのかを知り、そ

の上で、どのような就労形態が求められている

のかを考えることが重要である。

障害者職業総合センターが行った障害者の求

職者調査35）では、障害者の希望と求人条件との

不一致に関する理由を調査している。これによ

れば、身体障害者・知的障害者は、賃金・給料

が希望と合わないことをあげる人が多いのに対

し、精神障害者は、賃金・給料よりも勤務時間

が長いことをあげている。また、希望求職条件

では、精神障害者は賃金よりも生きがいがもて

る仕事が上位となっており、希望する最低年収

額においても他障害のそれに比べて低い。

社会就労センター（授産施設）の利用者に対

する全国的な実態調査も行われている36）。この

調査では、「働きたい」と答えた精神障害者に

その理由をたずねているが、これによれば、

「普通のところで働きたい」と答えた人が 4割

近くを占め、「高い給料がほしい」と答えた人

よりも上回っている。

かねてから、精神障害者にとって就労の目的

は、職業を得ることがすべてではなく特別な意

味があるといわれてきた37）。上記のような調査

からも経済的自立をすることのみが目的ではな

く、先述の職業概念の規定における「生計の維

持」以外に大きな意味があるということが推察

できる。また、田中他は就労に対して現実的な

生活条件の改善よりも「普通のところで」とい

う強い思いがあるのではないかと述べている38）

が、「普通のところ」とは何を意味しているの

だろうか。

これまで保護・監督・指導の下におかれ、偏

見のために地域住民とのかかわりが少ない精神

障害者にとって、「地域との出会い」は重要で

ある。彼らは地域との出会いを通じ、さまざま

な「かかわりあい」によって壁を乗り越えてい

くとされている39）。
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そして、就労は社会と個人との結節点であ

り40）、地域住民とともに働くことは社会的に一

個の人間として認められ、自尊感情の満足や人

間関係の拡大につながる41）。このことは、「病

者」ではなく「生活者」として、一人前の責任

能力ある人として認められ42）、社会的に引き下

げられた価値を復権させることにもつながると

される43）。

このようなことを踏まえると、「普通のとこ

ろ」が意味するものは、福祉的就労に対する一

般就労の場のみを指すものではなく、偏見をも

たれずに地域住民と同じように働く場ととらえ

ることができるのではないだろうか。

3．精神障害者の就労と社会福祉

1960年頃からは、精神障害者領域において

も経済的、実利的な面での「働くこと」に向け

たさまざまなアプローチがなされてきた。

『今後の精神保健福祉施策について』（1999

年）においては「障害者の活動・福祉的就労に

ついては、授産施設等の果たす役割が大きい

が、一般企業での雇用を強化する必要がある。

このため、授産施設等から一般企業への円滑な

移行の支援や、就労している精神障害者に対す

る生活面での支援と職場定着のための支援との

連携等の措置を講じる」という方向性が示され

た44）。その後、福祉的就労からの脱出をはかる

福祉革命こそが現代の重要課題であり、実現す

べき政策的課題である45）として、経済的自立の

ための雇用・就労政策が展開されてきた。

しかし、社会福祉における自立概念は、1960

年代にアメリカで始まった自立生活運動（IL

運動）の影響により変化している。

自立生活運動では、「障害者の自己決定と選

択権が最大限に尊重されている限り、たとえ全

面的な介助を受けている状態であっても自立し

ているという考えに基づいて、利用者の自己決

定を自立の中心的価値としている。」46）これを背

景に、社会福祉における自立生活に関しては、

経済的自立よりもむしろ精神的自立（自律）や

生活技術的自立が重視されてきており47）、価値

観の移行ともいえよう。つまり、自立とは、独

力で福祉サービスを受けずにやっていくことで

はなく、適切なサービスを用いながら自らが暮

らし方を選択するという「自律」した生活の主

体となることを意味しているのである48）。

ヴォルフェンスベルガー（Wolfensberger ,

W）は、ノーマライゼーションを「社会的役割

の実現」として、障害者が地域生活を営む中で

役割をもって生活をすることを意識的に行う試

みを行い、「障害者が社会の中で生活し、人び

とと関係を取り結ぶ中で社会的に価値ある役割

を創造し、支持されることが、障害当事者の自

身の社会的イメージや他者の目に映ずる価値を

高め、その人のもつ力の向上を強める」49）と述

べている。ヴォルフェンスベルガーは、「社会

的役割の実現」を高める戦略として、PASS と

いうノーマライゼーション達成水準の評価項目

を用いたことなどに対して批判を受けた。しか

し、「社会的役割の実現」は、地域のなかでこ

そ可能になるものであり、精神障害者にとって

の就労の意味と共通する部分もあるだろう。

精神障害者にとって就労は、地域住民として

責任能力ある人間として認められ、自ら個性や

役割を発見・実現していくことであり、これは

社会的自律性を育成し、その人らしい生活を送

るための源になると考えている。このことか

ら、彼らにとってのノーマライゼーションは、

障害のない人と同じように一般就労することで

はなく、地域住民としての実感が得られるノー

マライゼーションであることが必要なのではな

いだろうか。このように考えると、精神障害者

にとっての就労は、経済的自立を目標にした就

労自体を目的にするのではなく、その人らしい

地域生活を送るための自立（律）を目標とする

社会福祉の考え方に基づくとらえ方が必要であ

るといえよう。
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� 方法としてのソーシャルワーク

1．生活支援とソーシャルワーク

就労は生活の一部であり、その生活は人それ

ぞれ固有なものである。谷中は、固有な生活を

「ごく当り前の生活」と表現し、「ごく当り前の

生活とは、その人なりの、あるいはその人らし

い生活ということであり、決して普通の生活、

人並みの生活、というような標準化されたり、

平均化された生活の状態を目指すということで

はない。その人なりの生活とはありのままに認

め、受け入れ、ともに生活していくということ

を意味し、その人らしい生活とはその人の独自

な生き方を認め、受け入れ、ともに生活してい

くことを意味している」50）と述べている。この

ようなその人なりの、あるいはその人らしい生

活を実現するための生活支援という専門的な実

践活動が、ソーシャルワークである。

しかし、就労支援における支援内容は、漓相

談滷就労準備支援澆職場開拓支援潺フォローア

ップとされ、具体的には、「ハローワークに一

緒についていくこと」「作業所や授産施設で作

業の訓練をすること」「地域障害者職業センタ

ーや職親を紹介すること」と限定的、表面的に

とらえられることが多かった51）。このため、利

用者主体の支援というソーシャルワーカーの態

度のみをとらえ、ソーシャルワークの重要性を

論じているもの52）や、企業内の就労環境を整え

る活動といったソーシャルワークの一側面のみ

をとらえて、ソーシャルワークの必要性を論じ

ているもの53）もある。このように、制度やサー

ビスを適切に遂行し、利用者を一般就労にあて

はめるためことを目的とした援助注4）活動がソ

ーシャルワークであるかのような誤解が見受け

られる。

これは、戦後のわが国の社会福祉が政策科学

を主にして発展してきたという特殊な経緯か

ら、ソーシャルワークは、制度や政策を実践す

るための派生的・付随的な手段と位置付けられ

てきたこと54）に起因している。同様に、就労支

援においても、先述のような制度やサービスが

トップダウン的に先行し、一般就労が困難な利

用者に対して、利用者中心の視点を欠いた援助

が行われてきたといわざるを得ない。

精神障害者に対する就労支援は、経済的な自

立以前に、利用者が地域生活を送っていること

を実感するための支援であり、そのための有効

な手段55）の一つとして就労に焦点を当てるとい

うとらえ方が必要だと考える。したがって、利

用者の生活支援のための実践活動であるソーシ

ャルワークを基本とし、その実践からフィード

バックされ、制度・政策に反映していくという

ボトムアップの発想がソーシャルワークには必

要となる。

2．ジェネラル・ソーシャルワークの概念

ソーシャルワークを中心とし、制度・政策の

改善をも視野に入れたソーシャルワークは、わ

が国独自の包括・統合的な実践理論として、太

田義弘によって提唱され、その固有な意義を強

調するために、ジェネラル・ソーシャルワーク

という表現が用いられている。

そして、その定義は、「人間と環境からなる

利用者固有の生活コスモスに立脚し、より豊か

な社会生活の回復と実現への支援を目標に、独

自な支援レパートリーの的確な活用による社会

福祉諸サービスの提供と、利用者自らの課題解

決への参加と協働を目指した支援活動の展開で

あり、さらに社会の発展と生活の変化に対応し

た制度としての社会福祉の維持、その諸条件の

改善・向上へのフィードバック活動を包括・統

合した生活支援方法の展開過程である」56）とさ

れる。

また、その固有な実践特性を象徴する 3大概

念として、生活概念、支援概念、過程概念があ

げられる。

利用者の生活は広がりを持ち、時間とともに

変化をする。しかし、そこには固有な調和と秩

序がある。生活概念とは、システム理論と生態

学的視座からなるエコシステム理論を背景に、
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利用者固有の生活を「人と環境とが織りなす実

体としてのエコシステム」57）ととらえた概念で

ある。そして、その生活実体を利用者と環境の

相互作用により生態的に成長する固有な「生活

コスモス」として、時間、空間、広がりからあ

りのままを把握しようとするものである。

次に、支援概念とは、「～してあげる」ある

いは、業務として「～しなければならない」と

いう援助者側の論理ではなく、利用者と支援者

との参加と協働による実践概念である。したが

って、実践においては、利用者が本来持ってい

る社会的自律性に焦点を当てた支援を行うこと

になる。また、この参加と協働による実践を通

じ、制度や政策をも改善していこうとする方法

に固有性がある。

さらに、過程概念とは、インテーク、アセス

メント、プランニング、インターベンション、

モニタリング、ターミネーションからなる一連

の支援局面であり、また、マクロからミクロま

でを循環する支援過程でもある。これは、国家

から地方自治体、地方自治体から施設機関など

の実践機関、実践機関から利用者への支援局面

と、その支援の成果をフィードバックしていく

ことで制度・政策をも改善していくというボト

ムアップによる展開となる。

従来のソーシャルワークによる支援は、勘と

経験を頼りにした職人芸的、または形式的な支

援活動であった。しかし、ジェネラル・ソーシ

ャルワークでは、抽象的な理論であるエコシス

テム理論と実践を統合する中範囲概念注5）を用

い、科学的な実践を可能にする「エコシステム

構想」が展開されている。

3．ジェネラル・ソーシャルワークによる精神

障害者の就労支援

エコシステム構想では、「エコスキャナー」

と呼ばれる支援ツールを用い、周りからは見え

にくい利用者の「生活コスモス」をビジュアル

化することができる。また、支援の積み重ねに

よって、その変化の様子をも把握することが可

能となる。

そこで、このアイデアを用いることによっ

て、精神障害者の就労を支援できるのではない

かと筆者は考えている。

これまで保護的な環境に置かれることが多

く、さまざまな物事への関心や自信が低下して

いる精神障害者にとって、就労できるか否かと

いう客観的な評価よりも本人が「やれそうな気

がする」という主観が大切であり58）、利用者自

身の社会的自律性注6）ともいえる自助力を支援

することが必要である。

しかし、障害者自立支援法において「意欲の

ある」障害者を支援することが謳われているた

め、利用者の能力を高める訓練を行い、能力評

価や職場開拓に焦点が当てられている。このた

め、意欲が低下している障害者に対して意欲を

高める支援は、相談支援以外にはほとんど行わ

れていない。

先述のエコスキャナーは、レントゲンや CT

などで人間の体の内部を見るように、あるい

は、超音波で胎児を見るように、見えない生活

というものをビジュアル化することができる。

そして、ソーシャルワーカーとの参加と協働を

通じ、このビジュアル化された生活コスモスと

利用者自身の実感とを照合していくことが可能

となる。これにより、「やれそうな気がする」

という漠然とした思いが実感となり、意欲を高

めることや、利用者の関心や興味が引き出され

ることが期待できると考えている。しかし、支

援ツールは、あくまでも利用者とソーシャルワ

ーカーとの参加・協働を促進させるためのもの

であり、決して利用者の生活状況を評価するこ

とを目的としているのではない。

このようなエコスキャナーを用いて支援する

ためには、精神障害者の就労支援に特化したも

のが必要となるため、現在、「就労活動状況ツ

ール」を開発中である。

一方、就労には実際に体験することが不可欠

である。しかし、自立支援法では、就労もサー

ビスとみなしているため、利用者はサービス料
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を負担することとなった。このため、授産施設

や作業所などにおける賃金よりもサービス料が

上回る場合もあり、これが問題となっている。

就労をするためにサービス料を払っているので

は、就労をしているという気持ちには到底なれ

ないであろう。精神障害者は目標、ゆとり、自

らの回復力によって新しいことにも挑戦がで

き、やりがいを実感することで精神症状を抱え

ながらも就労を継続することが可能であるとさ

れている59）。そして、精神障害者の要求がたと

え危ない橋を渡ることであったとしても、ソー

シャルワーカーはできる限りつきそってみるべ

きであると谷中は主張している60）。

また、ヴォルフェンスベルガー（Wolfens-

berger, W）は、「クライエントの個性や潜在能

力を認めず、独断的になったり、過度になった

りすれば、彼らを過保護にし、情緒的に抑圧し

てしまうことになるだろう。事実、そのような

過保護は、クライエントの人間としての尊厳を

損ない、普通の人間の成長や発達にとって必要

な日常生活のリスクの経験を妨げがちであ

る」61）と述べ、さらに、「リスクには人間として

の尊厳があり、また保護には人間性の軽視があ

る」62）というパースケ（Perske, R）の言葉も引

用し、リスクを経験することの尊さについて述

べている。

このようなことから、ゆとりがある中にも目

標を持ち、やりがいを実感できるような就労が

必要であるといえよう。しかし、これは就労の

場を与えるものではない。就労の機会である場

面を創り出すことであり、このような場面を創

りだしていくという支援も必要となる。したが

って、これには地域住民の参加と協働が不可欠

であり、ボランティアや近隣住民といったイン

フォーマルな支援や新たな社会資源の開発など

も必要となるのである。

最近では、様々な NPO 法人が設立されてい

る。NPO 法人は、法人としての義務は負うも

のの、制度にとらわれない活動ができ、収益事

業も行えるというメリットがある。このメリッ

トを活かして、筆者も地域住民とともに精神障

害者の就労を支援する NPO 法人を設立してい

る。

ジェネラル・ソーシャルワークでは、トップ

ダウン的に制度・政策からのサービスを提供

し、既存の資源を結びつけて活用するだけでは

ない。もし必要なサービスがなければ、新しい

資源・サービスを作り出すための活動もソーシ

ャルワーカーの役割であるとされている63）。ジ

ェネラルという言葉は、包括・統合という意味

に加え、新しいものを生み出すという generate

をも意味しているのである。

精神障害者の就労支援は難しいといわれてき

た64）。そして、その要因には、ソーシャルワー

カーに対する就労支援教育がほとんど行われて

こなかったことにあるとされる65）。しかしこれ

は、これまで行われてきた場当たり的な対応に

問題があり、教育をする以前に、就労支援の方

法が構築されていなかったことを認識すべきで

はないだろうか。今後は、精神障害者の就労支

援におけるジェネラル・ソーシャルワークの重

要性への認識を高めるとともに、その方法を確

立していくことが不可欠であると考えている。

� おわりに

精神障害者の中には退院後、何十年も在宅生

活をしているにもかかわらず、近隣住民がその

利用者の顔もよく知らないというような場合も

少なくない。また、医療施設の敷地内に設置さ

れたグループホームに住む利用者が、「いつ退

院できるのですか？」と医者に尋ねるという話

もよく耳にする。

障害のない人にとって地域生活はあたりまえ

のことであり、改めて地域生活を実感する必要

もないだろう。しかし、地域住民とかかわるこ

とが少ない生活をしている精神障害者にとって

地域生活を実感することには大きな意味があ

る。

障害者の一般就労が強調されるなか、これま

で福祉的就労に対しては、経済的自立の面から
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否定的なとらえ方をされることが多かった。そ

こで、作業所等でその人に適した仕事や労働時

間を設定して働けるようにする工夫をすべきで

あるという意見、あるいは、働くことが必ずし

も大幅な利潤を生む生産に従事することと考え

ず、枠組みにあてはまるような働く場の設定を

しなくてもよいのではないか、さらに、趣味的

なことであってもそれ自体が仕事と考えればよ

いのではないかという意見がある66）。しかしこ

れは、福祉的就労に対して、このように考えれ

ばよいという利用者や家族を納得させるための

消極的な支援者側の論理ではないだろうか。一

般就労が困難なために福祉的就労をせざるを得

ないというとらえ方ではなく、社会福祉の考え

方に基づき、その人らしい生活のための手段と

して、そして地域生活を実感するための手段と

しての就労というとらえ方をすべきであろう。

ソーシャルワークでは、「従来のように社会

福祉問題を救済・保護の対象からなる病理とし

てとらえ、対処サービスの提供によって対応し

てきた消極的な社会福祉から、もっと積極的で

前向きの人づくりとしての社会福祉 better be-

ing を一大目標」としている67）ことから、今後

は、保護的・消極的な福祉的就労ではなく、地

域住民との参加と協働による積極的な福祉的就

労も必要であると考えている。

注
１）「一般就労」は、一般に「企業就労」「雇用就
労」と同じ意味で用いられているが、「就労」
は、「一般就労」と「福祉的就労」を含めた広い
概念で用いられる場合が多い。
２）障害者自立支援法においては、就労移行支
援、就労継続支援となっているが、移行期間の
ため、本稿では従来の「授産施設」を用いてい
る。
３）障害者自立支援法においては、就労継続支援

A 型となることが予想されるが、移行期間のた
め、本稿では従来の「福祉工場」を用いている。
４）サービス提供者側の論理から、「援助」を用い
ている。
５）中範囲概念とは、社会学における理論と実証

を統合するための概念である「中範囲理論」に
示唆を得て、ソーシャルワークにおける理論と
実践の乖離を克服する概念である。（太田義弘他
編『ソーシャルワークと生活支援方法のトレー
ニング 利用者参加へのコンピュータ支援』中
央法規出版、2005年、26頁）
６）社会的自律性とは、「人と環境との相互関係の
なかで、目標に向かってつねに自らを最善に機
能させようとする自己統制力である」とされ
る。（太田義弘他編『ソーシャルワーク／過程と
その展開』海声社、1984年、62頁）
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